
（①＋②－ 47万円）
2

× 12月

■①＋②＝47万円を超えるときの停止額計算

❶＋❷＝47万円以下のとき 支給停止額は0円➡

　65歳以上

　新たな地共済年金情報Webサイトは、共済だよりにおいて、被用者年金制度の一元化を踏まえた内
容で開発し、被用者年金が一元化される平成27年10月を目途に構築する予定であ
ることをお知らせしておりましたが、平成27年5月に発覚した日本年金機構の個人
情報の流出事故を受け、新地共済年金情報Webサイトについては、セキュリティ
をより高いものにするよう設計変更することとなりました。
　そのため、現在、新地共済年金情報Webサイトの開発が遅れていることから、平
成28年3月を目途に再開設する予定ですのでお知らせします。
　利用者の方に大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願いします。
　具体的な再開設の日程、機能等につきましては、詳細が決まり次第改めてご案内します。

◉相談窓口　　 全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課 
専用回線：０３－５２１０－４６０７（9時～17時（土・日・祝日を除く））

新たな地共済年金情報Webサイトは、
平成28年3月を目途にリニューアルします。

　老齢厚生年金の受給権発生日または厚生年金保険の被保険者等になった日の属する月の翌月から
支給停止の対象となります。

基本月額・総報酬月額相当額　計算シート

基本月額＝（a＋b）÷12＝   　　円…①
総報酬月額相当額＝（ｃ＋過去1年間の標準賞与額の合算額の1/12）＝   　円…②

老齢厚生年金の報酬比例部分 円 … a

退職共済年金の経過的職域加算額 円 … b

再就職した勤務先での標準報酬月額 円 …ｃ

過去1年間の標準賞与額 （6月）　　　　　 円 （12月）　　　　　 円

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

共済だより
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